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「職員のエンゲージメント向上に関する調査・改善支援等業務」 

の公募型プロポーザル募集要項 

 

 

 
全国的に人口減少、少子高齢化などに伴う人手不足や採用難が深刻化する

中、徳島県においては、採用倍率の低下や若手職員の離職及びメンタルの不

調による休職等が増加傾向にあるなど、組織力の維持・向上が課題となって

いる。今後、将来にわたって質の高い県民サービスを維持・提供していくた

め、人材確保及び定着や、職員一人ひとりが持てる能力を最大限に発揮でき

る職場環境づくり等に取り組むことが重要である。 

以上のことから、職員の組織や仕事に対する貢献意欲（エンゲージメン

ト）を把握し、組織の現状・課題を明らかにするとともに、民間ノウハウを

取り入れた実効性のある改善施策を行っていくため、職員のエンゲージメン

ト向上に関する調査・改善支援等業務を実施する事業者を次のとおり募集し

ます。 

 

 

 

１ 業務概要 

 

（１）委託業務名 

令和８年度 職員のエンゲージメント向上に関する調査・改善支援等業務 

 

（２）業務内容 

詳細は別添の「令和８年度 職員のエンゲージメント向上に関する調

査・改善支援等業務仕様書」のとおり。 

なお、ここに定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注

者で協議して決定する。 

 

（３）実施主体 

徳島県企画総務部人事課行政改革室 

 

（４）履行期間 

契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

 

（５）見積限度額 

２０,０００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 
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（６）スケジュール 

令和８年５月１２日（火）        公募開始 

５月２１日（木） 午後５時まで 質問受付締切 

５月２７日（水） 午後５時まで 参加申込締切 

６月１６日（火） 午後５時まで 企画提案書等提出締切 

６月下旬 審査委員会 

プレゼンテーション開催 

６月下旬 審査結果通知 

 契約 

令和９年３月３１日（水） 履行期限 

 

 

 

２ 参加資格要件 

 

次に掲げる要件を全て満たす者。 

（１）徳島県建設工事入札参加資格停止措置要綱及び徳島県物品購入等に係

る指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置の対象者に該当しない者

であること。 

（２）次のアからサまでのいずれの事項にも該当しないこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当する者。 

イ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により徳島県又は他の地

方公共団体からの指定の取消しを受け又は当該処分の日から起算して

２年を経過しない者。 

ウ 徳島県建設工事入札参加資格停止措置要綱及び徳島県物品購入等に

係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置の対象となっている

者。 

エ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しく

は暴力団及び構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下

「暴力団の構成員等」という。）の統制下にある団体。 

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の

申立て、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続

開始の申立て又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手

続開始の申立てがなされた者。 

カ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律

第５４号）第３条又は第８条第１項に違反するとして、公正取引委員

会又は関係機関に認定された日から２年を経過しない者。 

キ 徳島県の県税（法人事業税・法人県民税等）、法人税、地方法人特

別税、消費税及び地方消費税並びに延滞金等を滞納している者。 
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ク 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者。 

ケ 役員（法人の監査役及び監事を含む。）のうちに、次のいずれかに

該当する者がいる団体。 

ａ 成年被後見人又は被保佐人 

ｂ 破産者で復権を得ない者 

ｃ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の

執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者 

コ 特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とする団体、公序良俗

に反する等適当でないと認められる者。 

サ 選定委員会の委員が自ら主宰し、役員若しくは顧問として関係し、

又は所属する法人その他の組織である者。 

（３）県と同等もしくはそれ以上の調査規模で地方公共団体や民間企業等を

対象にしたエンゲージメントを把握するための調査・分析・改善施策立

案支援を実施運営した実績があること。 

  



4 
 

３ 提出書類等 

（１）提出書類 

書 類 部数 

ア 参加申込書（様式第１号） １部 

イ 誓約書（様式第２号） １部 

ウ 参加団体の概要・業務実績（様式第３号） １部 

エ 法人の場合は登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（原

本）、個人事業主の場合は開業届（写し） 
１部 

オ 直近の事業年度における事業報告書、貸借対照表及び

損益計算書又はこれに類するもの 
１部 

カ 県税及び国税に未納がない旨の証明書（原本） １部 

キ 企画提案書（様式第４号） １０部 

ク 実施体制及び実施スケジュール（任意様式） １０部 

ケ 見積書（様式第５号） １０部 

（正本１部、 

副本９部） 

コ 見積内訳が明確にわかる参考見積書（任意様式） １０部 

サ 参考資料（企画提案内容を補足する資料） 

※ 任意提出 

※ ウの業務実績については、過去５年間の主要な

実績を記載すること。実績の事例が多い場合に

は、必要に応じて様式を変更すること。 

提出する場合

は１０部 

 

 

（２）提出期限等 

○参加申込 提出書類（ア、イ、ウ、エ） 

提出期限 令和８年５月２７日（水）午後５時必着 

提 出 先 〒770 - 8570 徳島市万代町１丁目１番地 

徳島県企画総務部人事課行政改革室 

提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る） 

 

○企画提案書等 提出書類（オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ） 

提出期限 令和８年６月１６日（火）午後５時必着 

提 出 先 〒770 - 8570 徳島市万代町１丁目１番地 

徳島県企画総務部人事課行政改革室 

提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る） 

 

（３）その他 

参加申込書提出後にプロポーザル参加を辞退する場合は、参加辞退届出

書（様式第６号）を令和８年６月１０日（水）正午までに提出すること。 
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４ 対象となる経費 

 

（１）職員のエンゲージメント調査・分析実施に係る経費 

（２）職員のエンゲージメント向上施策の検討・伴走に係る経費 

（３）人件費 

（４）一般管理費（事業を行うために必要な経費の中で、証憑による照合が

困難な経費（当該事業とその他との切り分けが困難なもの）について、

契約締結時において、一定割合支払を認められる間接経費） 

（５）その他事業実施のため必要と認められる経費（ただし、不動産の購

入、修繕経費（土地建物）や、汎用備品等の機械・器具購入費、その他

事業計画と関連性がない経費は対象外） 

（６）その他 

ア 対象経費は、他の経費と区分して整理すること。 

イ 業務に要した経費は、領収書等で確認できること。 

ウ 総勘定元帳、現金出納簿等の会計関係帳簿類及び労働者名簿、出勤

簿、賃金台帳等の労働関係帳簿、業務日誌等の事業の実施状況が確

認できる書類を整備し、令和１４年３月３１日まで保存すること。 

 

 

 

５ 応募に関する留意事項 

 

（１）企画提案書の作成にあたっては、仕様書等を参照の上、７（２）の表

で示す「企画内容等評価」の審査項目に沿って、企画提案書を作成する

こと。 

（２）企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とす

る。 

（３）提出された企画提案書、その他書類は、返却しない。 

（４）無効となるプロポーザル 

ア 企画提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

イ 企画提案書に提案と関係ない事項の内容が記載されているもの。 

ウ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 

エ 虚偽の内容が記載されているもの。 

オ 会社更生法等の適用を申請する等、契約の履行が困難と認められる

に至ったもの。 

カ 審査の公平性を害する行為があったもの。 

キ その他、提案に当たり著しく信義に反する行為等、審査委員会の委

員長が失格であると認めたもの。 

（５）応募は１参加者につき１件とする。 

（６）提出された企画提案書の差し替え及び再提出は、原則認めない。 

ただし、書類の不足及び不備の補完、内容不明点の確認のほか、必要

に応じ、追加資料の提出を求める場合がある。 



6 
 

（７）提出された企画提案書は、当該提案者に無断で二次的な使用は行わな

い。 

（８）原則として、本業務の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせ

てはならない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と認められる場

合、事前に県の承諾を得た上で、業務の一部を委託することができる。 

（９）提出する資料に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、

日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）の定める単位とする。 

 

 

 

６ 質疑応答  

 

（１）質問の受付期間 

令和８年５月１２日（火）から同年５月２１日（木） 

午前９時から午後５時まで（土日祝は除く） 

 

（２）質問の提出方法 

当該募集に係る質問は、質問書（様式第７号）により、電子メールで

提出すること。 

提出先 

徳島県企画総務部人事課行政改革室行政改革担当 

メールアドレス gyoukaku@mail.pref.tokushima.lg.jp 

 

（３）質問の内容 

原則として、当該業務に係る条件や応募手続きに関する事項に限るも

のとし、他の事業者からの提案書提出状況や見積額に関する内容等は受

け付けない。 

 

（４）質問に対する回答 

質問者に対して電子メールにより回答するほか、県ＨＰ上に掲載す

る。 

 

 

 

７ 審査基準等  

 

（１）審査の方法 

提出された企画提案書をもとに、当該委託業務の審査委員会におい

て、プレゼンテーションによる審査で最優秀提案者を選定する。審査に

おいては、評価の採点において基準点を満たし且つ上位の者を、契約の

相手方の候補者とする。 

なお、提案者が１者であった場合は、企画提案書の適否を評価するこ
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ととし、必要に応じ提案者に説明を依頼する。 

ア プレゼンテーション審査に参加する提案者には、日程ほか別途通知

する。 

イ プレゼンテーションの方法は提案者の任意とする。映像機器（プロ

ジェクター等）を使用する場合については、スクリーン及びプロジェ

クターは徳島県で用意するが、パソコン等は提案者で用意すること。 

ウ プレゼンテーションを行う者は、１者あたり３名までとする。 

エ プレゼンテーションの時間は、１者あたり最大３０分（説明２０

分、質疑１０分）までとする。 

オ プレゼンテーションに当たっては、補足資料を用いて行うことも可

能であり、その場合は１０部用意することとする。 

カ プレゼンテーション審査に遅刻した場合は、応募辞退とみなす。 

キ 提案者は、他の参加者の企画提案を傍聴することはできない。 

 

（２）審査基準 

審査委員が次の評価基準に基づき採点を行い、各委員の採点の合計

点が最も高い者を最優秀提案者、次に高い者を次点者に選定する。ま

た、得点が同点となった場合及び、「総得点」が最も高い事業者と過

半数を超える委員が最も高く採点した事業者が異なる場合は、審査委

員の協議により決定することとする。 

なお、得点が最も高い場合又は提案者が１者であった場合において

も、その得点の合計が全体の６割以上ではない場合は、最優秀提案者と

して選定しない場合がある。 
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審査項目 評価基準 
評価点 

Ａ 

係数 

Ｂ 

配点 

A×B 

企
画
内
容
等
評
価 

業務理

解 

・県の課題を適切に理解し、県が目指す組織状態の実

現が期待できる提案となっているか 
5 1 5 

調査内

容の設

計 

・アンケートの設問項目について、学術的な裏付けな

どの具体的な根拠に基づく設計であるか 

・県の組織状態を適切に把握できる調査項目の設定

であるか 

5 2 10 

調査の

実施 

・エンゲージメント調査実施前に、職員にエンゲージ

メントの重要性、取組の意義等を十分に理解させ

ることができるか 

・回答の精度や回答率向上方策について、具体的な提

案がなされているか 

5 2 10 

調査結

果分析 

・調査結果は職員が組織状態を把握し、組織課題を具

体的に認識できる内容か 

・所属、役職、職種、年代等に応じて、調査結果を

集計・分析し、分かりやすく見える化する仕組み

が整っているか 

・結果報告書は、特別な専門知識がなくても読み解け

るよう、理解を助けるための工夫がなされている

か 

5 4 20 

施策提

案・改

善支援 

・調査結果を踏まえて、組織課題に対する具体的な改

善策が提案されているか 

・提案する改善策は、エンゲージメントの向上や職員

の行動変容につながりやすいよう工夫されている

か 

5 4 20 

経費 ・提案内容に対して、業務経費は適正であるか 5 3 15 

業
務
遂
行
能

力
評
価 

実施体

制 

・提案内容を安定して実行できる運営体制が確保で

きているか 
5 1 5 

過去の

実績 

・エンゲージメント向上支援に関する業務実績（特に

都道府県規模かつ本県と同等規模の自治体）やノ

ウハウを十分に有しているか 
5 3 15 

配点の合計 100 

 

（３）審査結果の通知及び公表 

審査結果は選定後、速やかに提案者に通知するとともに、最優秀提案

者の名称等を県ＨＰ上で公表する。 

 

（４）審査結果に対する異議申し立ては受理しない。 
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８ 契約の締結について 

 

（１）提案が選定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として選定

した者であるが、契約手続きを完了するまで契約関係を生じるものでは

ない。また、業務の実施に際しては、提案内容をそのまま実施するもの

ではなく、選定後に契約予定者と県が協議・調整を行った上で、双方が

合意に至った場合に契約を締結する。 
 

（２）契約予定者との協議が整わなかった場合は、その選定を取り消すとと

もに、審査委員会において次点となったものを契約予定者とし、契約内

容についての協議等を行った上で、契約を締結する。 
 

（３）県との協議が整った場合は、契約予定者から改めて見積書を徴収し、

内容を審査の上、委託契約を締結する。 

 

（４）本業務を実施する上で、必要な資料等について、委託者から受託者に

提供するものとする。受託者は責任をもって資料等の管理を行うととも

に、返却する必要があるものについては、業務完了後速やかに返却する

こと。 

 

（５）本業務の実施にあたり、県は委託契約期間の間、随時、業務の進捗状

況について、受託者に報告を求めることができるものとし、その状況に

応じて業務内容の見直しについて、受託者と協議できるものとする。 

 

（６）受託者は、本業務の実施に当たって知り得た秘密を他に漏らし、また

は自己の利益のために利用しないこと。また、成果品及び業務履行過程

で得られた記録を第三者に閲覧させ、複写又は譲渡しないこと。この契

約が終了し、又は解除された後においても同様とする。ただし、委託者

の許可を得た場合はこの限りではない。 

 

（７）本業務の遂行により生じた著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８

号）第２１条から第２８条に規定するこれらの権利）はすべて県に帰属

する。 
 

（８）受託者が委託業務を行うに当たって、個人情報を取り扱う場合は、徳

島県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年１２月２３日条例

第５０号）に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損

の防止その他個人情報の保護に万全を期すこと。 


